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今後の在宅医療推進の方向性

医政局指導課在宅医療推進室
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愛知県平成25年度在宅医療従事者能力向上研修事業研修会
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愛知県平成25年度在宅医療従事者能力向上研修事業研修会
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在宅医療と介護の連携



在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る背景背景背景背景在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る在宅医療・介護に係る背景背景背景背景

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

○ 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。また、75歳以上高齢者
数も増加していき、 2025年には2000万人を超え、更に2055年には全人口に占める割合は25％を超える見込み（表１）。

○ 首都圏をはじめとする都市部において、今後急速に75歳以上人口が増える（表２）。
○ 自宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、60％以上の国民が「自宅で療養％以上の国民が「自宅で療養％以上の国民が「自宅で療養％以上の国民が「自宅で療養

したい」したい」したい」したい」と回答した（図１）。 また要介護状態になっても、自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が４割を超えた自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が４割を超えた自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が４割を超えた自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が４割を超えた（図２）。

（表１）（表１）（表１）（表１） 65656565歳以上人口及び歳以上人口及び歳以上人口及び歳以上人口及び75757575歳以上人口推計歳以上人口推計歳以上人口推計歳以上人口推計

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 島根県 鹿児島県 山形県 全国

2010年 58.9万人 56.3万人 79.4万人 84.3万人 66.0万人 123.4万人 25.4万人 11.9万人 18.1万人 1419.4万人

2025年
（ ）は倍率

117.7万人
（2.00倍）

108.2万人
（1.92倍）

148.5万人
（1.87倍）

152.8万人
（1.81倍）

116.6万人
（1.77倍）

197.7万人
（1.60倍）

29.5万人
（1.16倍）

13.7万人
（1.15倍）

20.7万人
（1.15倍）

2178.6万人
（1.53倍）

（表２）（表２）（表２）（表２） 2010201020102010年及び年及び年及び年及び2025202520252025年の都道府県別年の都道府県別年の都道府県別年の都道府県別75757575歳以上高齢者人口（倍率）歳以上高齢者人口（倍率）歳以上高齢者人口（倍率）歳以上高齢者人口（倍率）

11.8

9.6

8.8

20.7

22.9

18.4

20.4 

21.6 

23.0 

28.3

26.7

29.4

9.0 

10.5 

10.9 

4.4

3.2

2.5

2.5

2.6

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１０年

平成１５年

平成２０年

なるべく今まで通った（または現在入院中の）医療機関に入院したい
なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい
自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい
自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい
自宅で最後まで療養したい
専門的医療機関(がんセンターなど）で積極的に治療が受けたい
老人ホームに入所したい 出典：終末期医療に関する調査（各年）

41.7%

2.3% 0.5%

18.6% 11.5% 17.1%

2.2% 0.4%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅で介護してほしい 子どもの家で介護してほしい

親族の家で介護してほしい 介護老人福祉施設に入所したい

介護老人保健施設を利用したい 病院などの医療機関に入院したい

民間有料老人ホーム等を利用したい その他

わからない

（図２）療養に関する希望（図２）療養に関する希望（図２）療養に関する希望（図２）療養に関する希望（図１）終末期の療養場所に関する希望（図１）終末期の療養場所に関する希望（図１）終末期の療養場所に関する希望（図１）終末期の療養場所に関する希望

高齢者の健康に関する意識調査（平成19年度内閣府）

出典：日本の将来推計人口（社会保障・人口問題研究所）

出典：日本の地域別将来推計人口（社会保障・人口問題研究所）
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数
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世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題
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業務多忙で、全員のケアプランを十分に作成できない

利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない

課題を抽出し、長期目標・短期目標をたてるのが難しい

利用者と家族の意見に違いがあり、調整が難しい

利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意見に違いがあり、調整…

必要なサービスが地域に不足している

サービス提供事業者を探すのに時間がかかる

事業所の併設サービス等をケアプランに入れるような事業所の方針…

医師との連携が取りづらい

介護保険以外のインフォーマルなサービスが不足している

指導・監査を前提にしてサービスを調整してしまう

その他

無回答

医療系（N=572)

介護系（N=1242)

○ 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく（図１）。
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく（図２）。

○ 在宅医療・介護を推進するには、地域における医療・介護の関係機関の連携が重要であるが、現状では、訪問診療を提供し
ている医療機関の数も十分とは言えず（図３）、また、連携も十分には取れていない（図４）。
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出典：「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について（厚生労働省）

（図２）世帯数（図２）世帯数（図２）世帯数（図２）世帯数（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」ⅡⅡⅡⅡ以上の高齢者の数以上の高齢者の数以上の高齢者の数以上の高齢者の数
とととと65656565歳以上高齢者に占める割合歳以上高齢者に占める割合歳以上高齢者に占める割合歳以上高齢者に占める割合

（世帯） （％）

出典：日本の世帯数の将来推計（全国推計）（社会保障・人口問題研究所）

箇所箇所箇所箇所
対全数の対全数の対全数の対全数の

割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

病院 2,407 28.0

診療所 19,950 20.0

訪問看護ステーション 5,815 －

出典：病院、診療所 「医療施設調査（静態）」（平成23年）（厚生労働省）
訪問看護ステーション 「介護給付費実態調査」（平成23 年）（厚生労働省）

（図３）訪問診療を実施している医療機関（図３）訪問診療を実施している医療機関（図３）訪問診療を実施している医療機関（図３）訪問診療を実施している医療機関

出典：居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書（平成21年度老人保健健康増進等事業）

（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点
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できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できるできる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できるできる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できるできる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる
社会を目指す。社会を目指す。社会を目指す。社会を目指す。

○ 国民の希望に応える療養の場の確保は、喫緊の問題。
○ 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化、
地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療・
介護の実現に向けた策が必要。

○ 我が国は国民皆保険のもと、女性の平均寿命86歳（世界2位）、男性79歳（同8位）を実現するなど、世界でも類を見ない高
水準の医療・介護制度を確立。

○ 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。
○ 国民の60％以上が自宅での療養を望んでいる。
○ ケアマネジャーの50％近くが医師との連携が取りづらいと感じているなど医療・介護の連携が十分とはいえない。

○○○○予算での対応予算での対応予算での対応予算での対応

・平成24年度補正予算や平成25年度予算により、在宅医療・介護を推進

○○○○制度的対応制度的対応制度的対応制度的対応

・平成25年度からの5カ年の医療計画に、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等

を明記

・在宅医療の法的位置づけを含め、医療法改正について検討中

○○○○診療報酬・介護報酬診療報酬・介護報酬診療報酬・介護報酬診療報酬・介護報酬

・24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価

○組織○組織○組織○組織

・省内に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置し、在宅医療・介護を関係部局で一体的に推進

■施策を総動員し、「在宅医療・介護」を推進
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在宅医療・介護の推進について在宅医療・介護の推進について



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防生活支援・介護予防生活支援・介護予防生活支援・介護予防

住まい住まい住まい住まい

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅

・サービス付き高齢者向け住宅等
相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医医医医 療療療療

介護が必要になったら･･･

介介介介 護護護護

■介護予防サービス

○ 住住住住まい・まい・まい・まい・医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護・・・・予防予防予防予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援がががが一体的一体的一体的一体的にににに提供提供提供提供されるされるされるされる地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの実現実現実現実現により、
重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。
○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、
認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展状況状況状況状況にはにはにはには大大大大きなきなきなきな地域差地域差地域差地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者保険者保険者保険者であるであるであるである市町村市町村市町村市町村やややや、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが、、、、地域地域地域地域のののの自主性自主性自主性自主性やややや主体性主体性主体性主体性にににに基基基基づづづづ
きききき、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じてじてじてじて作作作作りりりり上上上上げていくげていくげていくげていくことが必要です。
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認知症の人

介護の将来像（地域包括ケアシステム）



在宅医療連携拠点在宅医療連携拠点在宅医療連携拠点在宅医療連携拠点
（療養（療養（療養（療養支援支援支援支援診療所、病院、訪問診療所、病院、訪問診療所、病院、訪問診療所、病院、訪問看護看護看護看護ステーション、自治体、ステーション、自治体、ステーション、自治体、ステーション、自治体、

医師会医師会医師会医師会等）等）等）等）

【【【【背景背景背景背景】】】】

○○○○ 国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。

○○○○ 特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、2040年にかけて今よりも約年にかけて今よりも約年にかけて今よりも約年にかけて今よりも約40万人増加。万人増加。万人増加。万人増加。

【【【【在宅医療・介護における課題在宅医療・介護における課題在宅医療・介護における課題在宅医療・介護における課題】】】】

○○○○ 在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し

かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。

【【【【事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要】】】】

○○○○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護と介護と介護と介護が連携した地域が連携した地域が連携した地域が連携した地域
における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。

【【【【24年度要求額年度要求額年度要求額年度要求額 ：１８０４百万円：１８０４百万円：１８０４百万円：１８０４百万円 】】】】

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度 １０カ所１０カ所１０カ所１０カ所
平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度 １０５カ所１０５カ所１０５カ所１０５カ所

２４時間連携体制、チーム医療提供２４時間連携体制、チーム医療提供２４時間連携体制、チーム医療提供２４時間連携体制、チーム医療提供

連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み慣れた地域で自分らしく過
ごすことが可能となる。
【具体的な活動】
・地域の医療・介護関係者による協議の開催
・医療・介護関係機関の連携促進
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発

情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携

情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携

情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携

地域の診療所（有床・無床）、薬局、地域の診療所（有床・無床）、薬局、地域の診療所（有床・無床）、薬局、地域の診療所（有床・無床）、薬局、

訪問看護ステーション、等訪問看護ステーション、等訪問看護ステーション、等訪問看護ステーション、等

退院支援のサポート退院支援のサポート退院支援のサポート退院支援のサポート

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター

複合型サービス複合型サービス複合型サービス複合型サービス

事業所等事業所等事業所等事業所等

医療と介護の協働医療と介護の協働医療と介護の協働医療と介護の協働

保健所保健所保健所保健所

情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携情報共有・連携

人材の育成・普及啓発人材の育成・普及啓発人材の育成・普及啓発人材の育成・普及啓発

病院（急性期、亜急性期、回復期）病院（急性期、亜急性期、回復期）病院（急性期、亜急性期、回復期）病院（急性期、亜急性期、回復期）

看護、介護サービス看護、介護サービス看護、介護サービス看護、介護サービス
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【効果】

平成24年度在宅医療連携拠点事業平成24年度在宅医療連携拠点事業

(2) 会議の開催

(3) 研修の実施

実施主体

�地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図又はリスト
化

�更に連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の相談

対応が可能な日時等）も調査し、関係者に配布、ネット上に公
表等

�関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題
を抽出し、解決策を検討

【効果】

�照会先や協力依頼先を

適切に選べるようになった。
�医療機関への連絡方法や

時間帯、担当者が明確に
なり、連携がとりやすくなった。

�グループワーク等の多職種参加型研修の実施

�訪問診療同行研修の実施

�医療機器に係る研修等の座学
�介護職種を対象とした医療教育に関する研修等

【効果】

�介護職、医療職間の理解が促進され、研修に参加した事業所、医療機
関等による新たな連携体制が構築できた。

�専門医療機関との勉強会等で各職種のスキルアップができた。

実施した在宅医療多職

種連携会議に対する評

価

在宅医療多職種連携会議の開催回数とその評価
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3 

1 

14 

1 

17 

4 

25 

6 

17 

92 

27 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未実施 計画中 概ね１ヶ月以内に実施予定 実施（１回） 実施（２回） 実施（３回以上）

在宅医療多職種連携

会議の開催回数

92%の拠点で年の拠点で年の拠点で年の拠点で年3回以上回以上回以上回以上

の会議が開催されたの会議が開催されたの会議が開催されたの会議が開催された(1) 地域の医療・福祉資源の把握及び活用

0 

3 

1 

2 

27 

33 

49 

25 

25 

6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

全く評価できない

あまり評価できない

まあまあ評価できる

よく評価できる

非常に評価できる

74%の拠点で会議の拠点で会議の拠点で会議の拠点で会議

に対する高い評価に対する高い評価に対する高い評価に対する高い評価
を得たを得たを得たを得た

実施主体 箇所数 実施主体 箇所数

自治体 14医師会等医療関係団体 16

病院 32訪問看護ステーション 10

うち在宅療養支援病院 14薬局 1

診療所 29その他（ＮＰＯ法人等） 3

うち在宅療養支援診療所 28合計 105

（熊本市）



(4) 24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築

(5) 患者・家族や地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーを対象にした相談窓口の設置

(6) 効率的な情報共有のための取組

(7) 地域住民への普及啓発

�地域住民を対象にしたシンポジウムの開催

�地域住民に対する在宅医療相談窓口の設置（市の施設への
設置、病院への設置）
�パンフレット、チラシ、区報、ホームページ等を活用

�患者・家族、地域包括支援センターやケアマネからの在宅医
療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応

�地域の在宅医療・介護関係者の連絡のための様式・方法の
統一

�地域連携クリティカルパスの作成

�ショートステイの空き情報等のネット上のリアルタイム情報の
発信

【効果】 24時間対応の在宅医療提供体制

�緊急入院受け入れ窓口の設置

�主治医・副主治医制のコーディネート 等

【効果】

�ケアプランに必要な医療的支援を位置づけられ、より適切な
ケアマネジメントが行われるようになった。

�医療・介護ニーズが高い方について、各関連施設への連絡・
調整が円滑になった。

【効果】

�多職種の専門性を生かした質の高いサービスの提供ができ
た。

� ＩＣＴやメーリングリストを活用することにより、タイムリーな情
報共有が可能となった。

【効果】
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64

93 

39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未実施 実施

フォーラム･講演会等の開催

効果データの出典）平成24年度 厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究
「在宅拠点の質の向上のための介入に資する活動性の客観的評価に関する研究」
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16 

38 

45 

38 

28 

15 

9 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未構築 構築不⾜ まあまあ構築 よく構築 非常によく構築

地域における

かかりつけ医の24時間対

応体制の構築

93%の拠点でフォーラムやの拠点でフォーラムやの拠点でフォーラムやの拠点でフォーラムや

講演会が開催された講演会が開催された講演会が開催された講演会が開催された

60%の拠点でかかりつけ医のの拠点でかかりつけ医のの拠点でかかりつけ医のの拠点でかかりつけ医の24

時間対応体制が構築できた時間対応体制が構築できた時間対応体制が構築できた時間対応体制が構築できた

担当医調整様式（例）

（鶴岡地区医師会）

（板橋区医師会）

地区医師会

在宅診療所

（副主治医）
在宅診療所

（主治医）

連携

調整

【主治医・・・・副主治医制】

平成24年度在宅医療連携拠点事業平成24年度在宅医療連携拠点事業



中間まとめ

� 平成２３年度の１０ヶ所、平成２４年度は１０５ヶ所の地域において、都道府県、市町村、医師会、在宅療
養支援診療所（病院）、訪問看護ステーション等が連携拠点となり、在宅医療において、医療側から介
護への連携を図る取り組みを実施。

� 各拠点においては、平成２３年度の在宅医療連携拠点事業で得られた知見を活かし市町村と地域医師
会が連携を図りつつ取組みが進められた。

� 拠点事業の効果としては、在宅医療提供機関間のネットワークの構築により在宅医療提供機関数が増
加するとともに、重症例への対応機能の強化につながり、在宅医療の充実と在宅医療を含めた地域包
括ケアシステムの構築に寄与したと考えられる。

� また、顔の見える関係性が構築されたことで介護関係者側にとっては医療関係者へのアプローチが容
易になり、医療者側の介護への理解も深まった。さらに研修会等で介護関係者の医療分野の知識の充
実が図られる等を通じてケアマネジメントの質が向上していると考えられる。

� 地域包括ケアシステムの実現のためには、地域において面的に在宅医療・介護連携を展開していくこと
が不可欠であるが、その推進体制としては地域全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整を行う
ことができる市町村が中心となり、医療側から他職種も含めて地域全体に働きかけやすい医師会等の
理解と協力を得て取り組むことが重要であることが改めて確認された。またその前提として都道府県レ
ベルでの関係団体等への働きかけや調整など、都道府県が市町村を支援する体制を整えることも重要
である。
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� 療養相談室によるケアマネ等への⽀援

困難事例等について居宅介護支援事業所、地域包括支援センターからの相
談体制を整備

� 主任ケアマネジャーの会（月１回）の設置
ケアマネ、拠点担当医師、看護師が参加

� Care＆Cure会議（月１回）の開催
日常的にチームを組んでいる訪問介護兼居宅介護支援事業所管理者、拠点
担当医師、看護師、MSWが参加

山形県鶴岡地区医師会

１４のアクションプランを計画・実⾏

� 研修会・意見交換会の開催

� 主任介護支援専門員へのアンケート調査
� 連携シートの作成（ケアマネ⇔医師）

� NET4U（患者情報共有ツール）の利用促進・導入促進
� 行政担当者との

定期的なミーティング

� 短期入所の空き短期入所の空き短期入所の空き短期入所の空き

情報提供（毎週更新情報提供（毎週更新情報提供（毎週更新情報提供（毎週更新）

� 医療依存度の高い方医療依存度の高い方医療依存度の高い方医療依存度の高い方

の施設受入れ情報の施設受入れ情報の施設受入れ情報の施設受入れ情報

DB作成作成作成作成

東京都板橋区医師会

長野県須坂市

須⾼在宅ネットワークの体制の構築

� 須⾼地域医療福祉推進協議会

3市町村長、三師会長、保健福祉事務所長、3病院長、介護保険
施設の代表等

� ネットワーク体制構築

病 院： 3施設（県立須坂病院・新生病院・轟病院）

診療所： 18診療所

訪問看護事業所： 6事業所
行 政： 3市町村（須坂市・小布施町・高山村）

�医師会・三病院・訪問看護ステーション・三市町村で住民が24時間
安心して在宅療養ができる体制を構築。

�緊急対応は、在宅療養支援病院（新生病院・轟病院）と診療所と訪
問看護ステーションがチームとなって対応する。

� 在宅⽤診療情報提供書

� バックベッド受け入れ手順書
受診歴のない方の情報を事前に登録し

緊急入院に備えたバックベッドの体制の構築

� 在宅医療診療報酬
連携の方法と代診の診療報酬算定の取り決め

� 資源ガイド・在宅⽀援ネットワークマニュアル
薬剤・医療材料供給システム、
在宅医連携マニュアル
災害支援情報を作成

� iPadを使った情報共有

システム（開発中）

福岡県宗像市医師会

（参考）平成24年度在宅医療連携拠点事業（事例）（参考）平成24年度在宅医療連携拠点事業（事例）
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在宅医療・介護の連携推進在宅医療・介護の連携推進在宅医療・介護の連携推進在宅医療・介護の連携推進についてについてについてについて（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

市町村市町村市町村市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）

地域包括地域包括地域包括地域包括支援センター支援センター支援センター支援センター

連携

在宅医療連携在宅医療連携在宅医療連携在宅医療連携拠点機能拠点機能拠点機能拠点機能

（医師会等）（医師会等）（医師会等）（医師会等）

都道府県都道府県都道府県都道府県
（後方支援・広域調整等）

（参考）（参考）（参考）（参考） 想定される取組の例想定される取組の例想定される取組の例想定される取組の例
①地域の医療・福祉資源の把握及び活用
・地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介
・関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、解決策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研修の実施
・グループワーク等の多職種参加型の研修の実施

④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築
・主治医・副主治医制等のコーディネート

⑤地域包括支援センター・介護支援専門員・介護サービス事業者等への支援
・介護支援専門員からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等
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○○○○ 平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む

こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。

医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域

医療再生基金を積み増し。医療再生基金を積み増し。医療再生基金を積み増し。医療再生基金を積み増し。

○○○○ 国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報

提供する予定。提供する予定。提供する予定。提供する予定。

各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医

師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。

【【【【24年度要求額年度要求額年度要求額年度要求額 ：１８０４百万円：１８０４百万円：１８０４百万円：１８０４百万円 】】】】
介護と連携した在宅医療の体制整備＜在宅医療推進事業＞

２４年度補正予算 地域医療再⽣交付⾦の拡充 ５００億円の内数

介護と連携した在宅医療の体制整備＜在宅医療推進事業＞
２４年度補正予算 地域医療再⽣交付⾦の拡充 ５００億円の内数

【【【【在宅在宅在宅在宅医療推進事業の医療推進事業の医療推進事業の医療推進事業の例例例例】】】】

� 地域地域地域地域全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。

� 事業事業事業事業実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。

� 具体的具体的具体的具体的には、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へには、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へには、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へには、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へ

のののの連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。

①①①① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用地域の医療・福祉資源の把握及び活用地域の医療・福祉資源の把握及び活用地域の医療・福祉資源の把握及び活用

②②②② 会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）

③③③③ 研修の実施研修の実施研修の実施研修の実施

④④④④ ２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築

⑤⑤⑤⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施

⑥⑥⑥⑥ 効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の統統統統

一など一など一など一など））））

⑦⑦⑦⑦ 地域住民への普及・地域住民への普及・地域住民への普及・地域住民への普及・啓発啓発啓発啓発
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⼩児等在宅医療連携拠点事業 ２５年度予算 １．７億円

○ NICUで長期の療養を要した児を始めとする在宅医療を必要とする小児等が、在宅において必要な医療・福祉サービス等が提供され、地域で安心

して療養できるよう、福祉や教育などとも連携し、地域で在宅療養を支える体制を構築する。

目的

○ 以下の活動等を通して地域における包括的かつ継続的な在宅医療を提供するための体制を構築する。

① 行政、地域の医療・福祉関係者等による協議の場を定期的に開催し、小児等の在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応方針を策
定する

② 地域の医療・福祉資源を把握し、整理した情報の活用を検討する

③ 小児等の在宅医療に関する研修の実施等により小児等の在宅医療の受入が可能な医療機関・訪問看護事業所数の拡大を図るとともに、専門
機関とのネットワークを構築する

④ 地域の福祉・行政関係者に対する研修会の開催やアウトリーチにより、小児等の在宅医療への理解を深め、医療と福祉の連携の促進を図る
⑤ 関係機関と連携し、電話相談や訪問支援等により、小児等の患者・家族に対して個々のニーズに応じた支援を実施する

⑥ 患者・家族や小児等の在宅医療を支える関係者に対して、相談窓口の設置や勉強会の実施などを通して、小児の在宅医療等に関する理解の
促進や負担の軽減を図るための取り組みを行う

事業内容

実施主体：都道府県（再委託可）実施主体：都道府県（再委託可）実施主体：都道府県（再委託可）実施主体：都道府県（再委託可）

【配置する職員】
① 専任の職員
② 事業を担当する医師

③ 地域の医療資源及び福祉資源に詳しい
職員

④ 医療的ケアに関する家族支援や、退院
支援などの経験を有する看護職員

⑤ 保健師（配置が望ましい）

※※※※ 実施カ所数：実施カ所数：実施カ所数：実施カ所数：8カ所カ所カ所カ所

（群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野（群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野（群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野（群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野
県、三重県、岡山県、長崎県）県、三重県、岡山県、長崎県）県、三重県、岡山県、長崎県）県、三重県、岡山県、長崎県）

小児等の在宅医療小児等の在宅医療小児等の在宅医療小児等の在宅医療
を担う医療機関を担う医療機関を担う医療機関を担う医療機関

患者患者患者患者

地域の小児科を持つ病地域の小児科を持つ病地域の小児科を持つ病地域の小児科を持つ病
院、有床診療所院、有床診療所院、有床診療所院、有床診療所

福祉サービス福祉サービス福祉サービス福祉サービス

小児医療の専門小児医療の専門小児医療の専門小児医療の専門
医療機関医療機関医療機関医療機関

訪問診療

訪問看護等
往診

・専門的な支援
・24時間体制の支援

一時入院

薬局、訪問看護ステーショ薬局、訪問看護ステーショ薬局、訪問看護ステーショ薬局、訪問看護ステーショ
ン等ン等ン等ン等

関係機関の関係機関の関係機関の関係機関の
連携体制の連携体制の連携体制の連携体制の
構築支援構築支援構築支援構築支援

学校学校学校学校

教育

福祉サービ
ス

市町村市町村市町村市町村

連携

都道府県都道府県都道府県都道府県

市町村保健センター市町村保健センター市町村保健センター市町村保健センター

保健所保健所保健所保健所
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地域のリーダー地域のリーダー地域のリーダー地域のリーダー

市区町村単位で市区町村単位で市区町村単位で市区町村単位で
リーダーをリーダーをリーダーをリーダーを養成養成養成養成

地域のリーダー地域のリーダー地域のリーダー地域のリーダー

都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修
都道府県の行政担当者、在宅療養支都道府県の行政担当者、在宅療養支都道府県の行政担当者、在宅療養支都道府県の行政担当者、在宅療養支

援診療所連絡会等援診療所連絡会等援診療所連絡会等援診療所連絡会等

■都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修都道府県リーダー研修

（国が、在宅医療に関する高い専門性を有する機関に委託して実施）（国が、在宅医療に関する高い専門性を有する機関に委託して実施）（国が、在宅医療に関する高い専門性を有する機関に委託して実施）（国が、在宅医療に関する高い専門性を有する機関に委託して実施）

○国立長寿医療研究センターが、各都道府県で中心的な役割を担う人（都道府県
の行政担当者、地域の在宅医療関係者）に対して、リーダー講習を行うための研修
を実施

■地域リーダー研修（国が、地域リーダー研修（国が、地域リーダー研修（国が、地域リーダー研修（国が、47都道府県に委託して実施）都道府県に委託して実施）都道府県に委託して実施）都道府県に委託して実施）

○各都道府県リーダーは、各都道府県で約150人の地域リーダーを

養成（医師・歯科医師・薬剤師・看護師・リハビリ職種、ケアマネジャー等

の職能別に市町村単位で研修に参加）

－プログラム策定方法に関する研修

－教育展開の手法に関する研修

■地域リーダーによる地域の多職種に対する研修地域リーダーによる地域の多職種に対する研修地域リーダーによる地域の多職種に対する研修地域リーダーによる地域の多職種に対する研修

○地域指導者は、各地域の実情や教育ニーズに合ったプログラム
を策定

○策定されたプログラムに沿って、市町村の多職種を
対象に研修を実施

■本事業の目的■本事業の目的■本事業の目的■本事業の目的

○○○○ 在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ職種、ケアマネジャー、介護士などの医療福祉従事者がお在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ職種、ケアマネジャー、介護士などの医療福祉従事者がお在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ職種、ケアマネジャー、介護士などの医療福祉従事者がお在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ職種、ケアマネジャー、介護士などの医療福祉従事者がお
互いの専門的な知識を活かしながらチームとなって互いの専門的な知識を活かしながらチームとなって互いの専門的な知識を活かしながらチームとなって互いの専門的な知識を活かしながらチームとなって患患患患者・家族をサ者・家族をサ者・家族をサ者・家族をサポポポポーーーートトトトしていしていしていしていくくくく体制を構築することが重要で体制を構築することが重要で体制を構築することが重要で体制を構築することが重要でああああるるるる

○○○○ 国が、都道府県リーダーに対して、在宅医療を国が、都道府県リーダーに対して、在宅医療を国が、都道府県リーダーに対して、在宅医療を国が、都道府県リーダーに対して、在宅医療を担担担担う多職種がチームとして協働するためのう多職種がチームとして協働するためのう多職種がチームとして協働するためのう多職種がチームとして協働するための講習講習講習講習を行う（都道府県リーダー研を行う（都道府県リーダー研を行う（都道府県リーダー研を行う（都道府県リーダー研
修）修）修）修）

○○○○ 都道府県リーダーが、地域リーダーに対して、都道府県リーダーが、地域リーダーに対して、都道府県リーダーが、地域リーダーに対して、都道府県リーダーが、地域リーダーに対して、各各各各地域の実情や地域の実情や地域の実情や地域の実情やニニニニーーーーズズズズににににああああった研修った研修った研修った研修プログラプログラプログラプログラムのムのムのムの策策策策定を定を定を定を念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いたいたいたいた講習講習講習講習をををを
行う（地域リーダー研修）行う（地域リーダー研修）行う（地域リーダー研修）行う（地域リーダー研修）

○○○○ 地域リーダーは、地域リーダーは、地域リーダーは、地域リーダーは、各各各各地域の実情や地域の実情や地域の実情や地域の実情や教育ニ教育ニ教育ニ教育ニーーーーズズズズにににに合合合合ったったったったプログラプログラプログラプログラムをムをムをムを策策策策定し、定し、定し、定し、そそそそれにれにれにれに沿沿沿沿ってってってって各各各各市市市市区区区区町村で地域の多職種への町村で地域の多職種への町村で地域の多職種への町村で地域の多職種への
研修を行う。これらを通して、研修を行う。これらを通して、研修を行う。これらを通して、研修を行う。これらを通して、患患患患者が者が者が者が何処何処何処何処にいても医療と介護が連携したサにいても医療と介護が連携したサにいても医療と介護が連携したサにいても医療と介護が連携したサポポポポーーーートトトトをををを受受受受けることができる体制構築を目指すけることができる体制構築を目指すけることができる体制構築を目指すけることができる体制構築を目指す

【【【【24年度要望枠年度要望枠年度要望枠年度要望枠 ：３１３百万円：３１３百万円：３１３百万円：３１３百万円】】】】

※※※※ＷＨＯ（世界保健機関）は、「多職種協働のためには、多職種の研修が重要である。」と推奨している。（２００２年）ＷＨＯ（世界保健機関）は、「多職種協働のためには、多職種の研修が重要である。」と推奨している。（２００２年）ＷＨＯ（世界保健機関）は、「多職種協働のためには、多職種の研修が重要である。」と推奨している。（２００２年）ＷＨＯ（世界保健機関）は、「多職種協働のためには、多職種の研修が重要である。」と推奨している。（２００２年）

２４年度はここまで２４年度はここまで２４年度はここまで２４年度はここまで

○都道府県の役割○都道府県の役割○都道府県の役割○都道府県の役割

・ 都道府県リーダーとなりうる地域の
在宅医療関係者の推薦
・ 都道府県リーダー研修への参加
・ 地域リーダー研修の実施

医師
看護師

薬剤師

歯科

医師 ケアマネ

ＭＳＷ
リハビリ
職種

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

15

医師
看護師

薬剤師

歯科

医師 ケアマネ

ＭＳＷ
リハビリ
職種

医師
看護師

薬剤師

歯科

医師 ケアマネ

ＭＳＷ
リハビリ
職種

多職種協働による在宅チーム医療を担う⼈材育成事業
２５年度予算 １００百万円



訪問看護推進協議会設置の支援訪問看護推進協議会設置の支援訪問看護推進協議会設置の支援訪問看護推進協議会設置の支援

生活生活生活生活の視点を重視した看護提供や医療と介護をつなぐ役割など、在宅医療にの視点を重視した看護提供や医療と介護をつなぐ役割など、在宅医療にの視点を重視した看護提供や医療と介護をつなぐ役割など、在宅医療にの視点を重視した看護提供や医療と介護をつなぐ役割など、在宅医療においておいておいておいて

重要重要重要重要な役割を担う訪問看護な役割を担う訪問看護な役割を担う訪問看護な役割を担う訪問看護の推進と充実の推進と充実の推進と充実の推進と充実を図るを図るを図るを図る。。。。

また、訪問看護ステーションだけでなく、保険医療機関の訪問看護も補助対象。また、訪問看護ステーションだけでなく、保険医療機関の訪問看護も補助対象。また、訪問看護ステーションだけでなく、保険医療機関の訪問看護も補助対象。また、訪問看護ステーションだけでなく、保険医療機関の訪問看護も補助対象。

訪訪訪訪

問問問問

看看看看

護護護護

事事事事

業業業業

所所所所

のののの

看看看看

護護護護

のののの

質質質質

のののの

向向向向

上上上上

訪訪訪訪

問問問問

看看看看

護護護護

師師師師

のののの

人人人人

材材材材

育育育育

成成成成

アアアア 訪問看護事業所訪問看護事業所訪問看護事業所訪問看護事業所の看護師の研修の看護師の研修の看護師の研修の看護師の研修

イイイイ 医療機関の看護師の研修医療機関の看護師の研修医療機関の看護師の研修医療機関の看護師の研修

ウウウウ 訪問看護事業所間訪問看護事業所間訪問看護事業所間訪問看護事業所間の研修の研修の研修の研修

在宅医療普及啓発活動の支援在宅医療普及啓発活動の支援在宅医療普及啓発活動の支援在宅医療普及啓発活動の支援

研修事業の支援研修事業の支援研修事業の支援研修事業の支援

アアアア 訪問看護推進協議会経費訪問看護推進協議会経費訪問看護推進協議会経費訪問看護推進協議会経費

イイイイ 事務局経費事務局経費事務局経費事務局経費

ウウウウ 実態調査費実態調査費実態調査費実態調査費

アアアア 在宅医療全般に関するフォーラム、講演会等の開催在宅医療全般に関するフォーラム、講演会等の開催在宅医療全般に関するフォーラム、講演会等の開催在宅医療全般に関するフォーラム、講演会等の開催

イイイイ パンフレットの作成等パンフレットの作成等パンフレットの作成等パンフレットの作成等

上記、アおよびイについては、みなし指定（※）の訪問看護事業所と当該医療機関との研修は対象としない。
（※）保険医療機関である病院・診療所は介護サービスを行う指定事業者とみなされる。

訪問看護推進事業 平成25年度予算 医療提供体制推進事業費補助金（227億円）内数

16



在宅医療の提供体制



在宅医療に係る医療機関の機能の整理在宅医療に係る医療機関の機能の整理

在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所
/病院病院病院病院

（診療報酬）（診療報酬）（診療報酬）（診療報酬）

在宅医療において積極的役割在宅医療において積極的役割在宅医療において積極的役割在宅医療において積極的役割
を担う医療機関を担う医療機関を担う医療機関を担う医療機関
（医療計画）（医療計画）（医療計画）（医療計画）

※※※※在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院/診療所の中から位診療所の中から位診療所の中から位診療所の中から位
置づけられることを想定置づけられることを想定置づけられることを想定置づけられることを想定

地域医療支援病院地域医療支援病院地域医療支援病院地域医療支援病院
（医療法）（医療法）（医療法）（医療法）

在宅医療提供に
係る役割

・単独又は連携により、２４
時間体制で在宅医療を提
供

・自ら２４時間対応体制の在宅
医療を提供

・夜間や急変時の対応等、他の
医療機関の支援
・災害時に備えた体制構築

・自らの在宅医療提供は必
須ではない

在宅療養患者の
入院に係る役割

・入院機能を有する場合には、
緊急時に在宅での療養を行っ
ている患者が入院できる病床
を常に確保

・入院機能を有する場合には、
急変時受け入れやレスパイトな
どを行う

・地域の医療機関において対
応困難な重症例の受け入れ

多職種連携に係
る役割

・現場での多職種連携の支援

・在宅医療・介護提供者への研
修の実施

※ 医療法では、在宅医療の提

供の推進に関する支援として、

・在宅医療提供事業者の連携の

緊密化のための支援

・患者や地域の医療提供施設へ

の在宅医療提供事業者に関す

る情報提供

（参考）在宅医療連携拠点
・地域において多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を担う。
・地域の実情に応じて、市町村、地域医師会等、自ら在宅医療を提供しない主体も拠点となりうる。
・標準的な規模の市町村の人口（７～１０万人程度）につき１カ所程度を目途に設置されることを想定。 18



在宅医療を提供する医療機関

19

出典： 医療施設調査

一般診療所一般診療所一般診療所一般診療所 病院病院病院病院
(施設数) (施設数)

H18 在宅療養支援診療所を創設 H20 在宅療養支援診療所を創設

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H8 H11 H14 H17 H20 H23

24769

38717

27852
26626

25936

24038

19243

27322

16864 16920

19501 19950

11450

12841

往診を提供

訪問診療を提供

在宅療養支援診療所

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H8 H11 H14 H17 H20 H23

2201

4048

2277

1885

1614

1416

3040

4110

2982
2849

2582

2407

7

442

往診を提供

訪問診療を提供

在宅療養支援病院

※

※

※

※

※： 在宅患者訪問診療、寝たきり老人訪問診療等を含む

H12 介護保険制度開始 H12 介護保険制度開始



在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所

平成18年度創設

患家に対する24時間の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所等との連携を図りつつ、24時間往診、訪
問看護等を提供できる体制を構築する。

在宅療養支援診療所の届出状況：在宅療養支援診療所の届出状況：在宅療養支援診療所の届出状況：在宅療養支援診療所の届出状況： 13758件件件件

（厚生労働省保険局医療課調べ：平成24年７月１日時点）

○保険医療機関たる診療所であること
○当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供
していること
○当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の
求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供して
いること
○当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家
の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問
看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
○当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患
者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
○医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員（ケアマネジャー）等と連携していること
○当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等

在宅療養支援診療所の要件在宅療養支援診療所の要件在宅療養支援診療所の要件在宅療養支援診療所の要件



以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。

(１) 許可病床数が200床未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも
のであること。

(２) 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡

がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、
文書により提供していること。

(３) 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書に
より患家に提供していること。

(４) 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。

(５) 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の
指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家
に提供していること。

(６) 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

(７) 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あら

かじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護
ステーションに文書（電子媒体を含む。）により随時提供していること。

(８) 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(９) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(10) 年に１回、在宅看取り数等を別添２の様式11の３を用いて、地方厚生（支）局長に報告していること。

在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院在宅療養支援病院

平成２０年度創設

３６５日、２４時間体制で地域の在宅医療を支える病院

在宅療養支援病院の届出状況：在宅療養支援病院の届出状況：在宅療養支援病院の届出状況：在宅療養支援病院の届出状況： 746件件件件

（厚生労働省保険局医療課調べ：平成24年７月１日時点）
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強化型在支診

連携強化型在支診

従来型在支診

出典：保険局医療課調べ（平成２４年７月１日時点）

在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援診療所の診療所の診療所の診療所の届出数の届出数の届出数の届出数の推移と実績推移と実績推移と実績推移と実績

（届出数） 在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援診診診診療所療所療所療所届出届出届出届出数数数数

51.4%

77.5%

91.1%

36.2%

19.7%

8.9%

12.4%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従来型在支診

連携強化型在支診

強化型在支診

自宅死亡1名以上 自宅死亡なし 担当患者なし

在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援診診診診療所の年間実療所の年間実療所の年間実療所の年間実績績績績（平成（平成（平成（平成24242424年年年年7777月月月月1111日時点）日時点）日時点）日時点）

n=10,142

n=2,390

n=213

(注）厚生局に報告のあった医療機関のみの実績

（注）連携強化型在支診については、連携医療機関平均数3.6

13,758
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出典：保険局医療課調べ（平成２４年７月１日時点）

在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養支援病院支援病院支援病院支援病院の届出数の届出数の届出数の届出数の推移と実績の推移と実績の推移と実績の推移と実績

（届出数） 在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援病院届出病院届出病院届出病院届出数数数数 在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援在宅療養支援病院病院病院病院の年間実の年間実の年間実の年間実績績績績（平成（平成（平成（平成24242424年年年年7777月月月月1111日時点）日時点）日時点）日時点）
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13.0%
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従来型在支病
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強化型在支病

自宅死亡1名以上 自宅死亡なし 担当患者なし

n=136

n=254

n=314

(注）厚生局に報告のあった医療機関のみの実績（注）連携強化型在支病については、連携医療機関平均数3.1
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人口人口人口人口10万人当たりの都道府県別万人当たりの都道府県別万人当たりの都道府県別万人当たりの都道府県別在宅療養支援診療所数在宅療養支援診療所数在宅療養支援診療所数在宅療養支援診療所数

全国平均 10.1

保険局医療課データ 平成23年7月
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全国平均 0.41

保険局医療課データ 平成23年7月
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訪問看護事業所数訪問看護事業所数訪問看護事業所数訪問看護事業所数

○訪問看護事業所数および訪問看護サービス利用者数は近年微増している。

■■■■訪問看護事業所数および利用者の推移訪問看護事業所数および利用者の推移訪問看護事業所数および利用者の推移訪問看護事業所数および利用者の推移
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訪問看護ステーション 病院又は診療所 従業者数(訪問看護ST) 利用者数（訪問看護ST）

出典：訪問看護ステーション数､病院又は診療所数：厚生労働省「介護給付費実態調査・各年７月審査分」
従業者数（常勤換算従業者数）、利用者数：「介護サービス施設・事業所調査」
（注 : 平成21年以降は調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けているため、数量を示す従業者数、利用者数の実数は
平成20年以前と単純に年次比較できない。）
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人口10万人当たりの都道府県別訪問看護事業所数
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人口人口人口人口10万人あたりの訪問看護事業所数万人あたりの訪問看護事業所数万人あたりの訪問看護事業所数万人あたりの訪問看護事業所数

全国平均 7.0

平成23年介護給付費実態調査
平成23年人口動態調査

○ 都道府県によって、訪問看護事業所の整備状況は異なる。
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在宅療養支援歯科診療所届出割合

在宅療養支援歯科診療所の届出数と割合（都道府県別）

在宅療養支援歯科診療所の届出状況に、地域差が見られる
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在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：
42163 （H23.8時点）

全薬局数： 53642 （H21.時点 ）
全国平均届出割合：78.6％

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合
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（％）

○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届け出をしている薬局は、79％（全国平均）であったが、都道府県に
よってばらつきがある。



３．報酬

30

診療報酬



平成２４年度診療報酬改定の概要

医科における重点配分（4,700億円）

ⅠⅠⅠⅠ 負担の大きな医療従事者の負担軽減負担の大きな医療従事者の負担軽減負担の大きな医療従事者の負担軽減負担の大きな医療従事者の負担軽減
◎ 今後とも急性期医療等を適切に提供し続けるため、

病院勤務医をはじめとした医療従事者の負担軽減を講じる。
（１，２００億円）

ⅡⅡⅡⅡ 医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅
医療の充実医療の充実医療の充実医療の充実
◎ 今回改定は、医療と介護との同時改定であり、超高齢
社会に向けて、急性期から在宅、介護まで切れ目のな
い包括的なサービスを提供する。

（１，５００億円）

ⅢⅢⅢⅢ がん治療、認知症治療などの医療技術の進がん治療、認知症治療などの医療技術の進がん治療、認知症治療などの医療技術の進がん治療、認知症治療などの医療技術の進

歩の促進と導入歩の促進と導入歩の促進と導入歩の促進と導入
◎ 日々進化する医療技術を遅滞なく国民皆が受けること

ができるよう、医療技術の進歩の促進と導入に取り組む。
（２，０００億円）

歯科における重点配分（500億円）

調剤における重点配分（300億円）

ⅠⅠⅠⅠ チーム医療の推進や在宅歯科医チーム医療の推進や在宅歯科医チーム医療の推進や在宅歯科医チーム医療の推進や在宅歯科医

療の充実等療の充実等療の充実等療の充実等
◎ 医療連携により、誤嚥性肺炎等の術後合 併
症の軽減を図り、また、超高齢社会に対応するた
めに在宅歯科医療の推進を図る。

ⅡⅡⅡⅡ 生活の質に配慮した歯科医療の生活の質に配慮した歯科医療の生活の質に配慮した歯科医療の生活の質に配慮した歯科医療の

適切な評価適切な評価適切な評価適切な評価
◎ う蝕や歯周病等の歯科疾患の改善のため、歯
の保存に資する技術等の充実を図る。

ⅠⅠⅠⅠ 在宅薬剤管理指導業務の推進や在宅薬剤管理指導業務の推進や在宅薬剤管理指導業務の推進や在宅薬剤管理指導業務の推進や

薬局における薬学的管理及び指導の薬局における薬学的管理及び指導の薬局における薬学的管理及び指導の薬局における薬学的管理及び指導の

充実充実充実充実
◎ 在宅薬剤関連業務を推進するとともに、
残薬確認、お薬手帳を含めた薬剤服用歴
管理指導の充実を図る。

ⅡⅡⅡⅡ 後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進
◎ 薬局からの後発医薬品の情報提供等を
推進する。
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� ２４時間の対応、緊急時の対応を充実させる観点から、複数の医師が在籍し、緊急往
診と看取りの実績を有する医療機関について、評価の引き上げを行う。

［施設基準］
① 常勤医師３名以上

② 過去１年間の緊急の往診実績５件以上

③ 過去１年間の看取り実績２件以上

※また、複数の医療機関が連携して、上記の基準を満たすことも可能とする。そ

の場合の要件は、
④ 患者からの緊急時の連絡先の一元化

⑤ 月１回以上の定期的なカンファレンスの実施

⑥ 連携する医療機関数は10未満
⑦ 病院が連携する場合は200床未満に限る

※さらに、病床を有する場合は高い評価を行う。

在宅医療の充実①

在宅医療を担う医療機関の機能強化

32



機能を強化した在宅療養支援診療所/病院のイメージ（改定後）

・３名以上の医師が所属する診療所が在宅

医療を行う場合

・複数の診療所がグループを組んで在宅医

療を行う場合をともに評価。

・さらに、ベッドを有する場合を高く評価。
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在宅医療の充実②

機能を強化した在宅療養支援診療所/病院（病床を有する場合）の例

往診料 緊急加算 ６５０点

夜間加算 １，３００点

深夜加算 ２，３００点

往診料往診料往診料往診料 緊急加算緊急加算緊急加算緊急加算 ８５０点８５０点８５０点８５０点

夜間加算夜間加算夜間加算夜間加算 １，７００点１，７００点１，７００点１，７００点

深夜加算深夜加算深夜加算深夜加算 ２，７００点２，７００点２，７００点２，７００点

【現行】 【改定後】＜往診料＞

在宅時医学総合管理料
（処方せんを交付）

４，２００点

特定施設入居時等医学総合管
理料（処方せんを交付）

３，０００点

【現行】 【改定後】＜在宅における医学管理料＞

在宅時医学総合管理料在宅時医学総合管理料在宅時医学総合管理料在宅時医学総合管理料
（処方せんを交付）（処方せんを交付）（処方せんを交付）（処方せんを交付）

５，０００点５，０００点５，０００点５，０００点

特定施設入居時等医学総合管特定施設入居時等医学総合管特定施設入居時等医学総合管特定施設入居時等医学総合管
理料理料理料理料（処方せんを交付）（処方せんを交付）（処方せんを交付）（処方せんを交付）

３，６００点３，６００点３，６００点３，６００点

在宅患者緊急入院診療加算 １，３００点 在宅患者緊急入院診療加算在宅患者緊急入院診療加算在宅患者緊急入院診療加算在宅患者緊急入院診療加算 ２，５００点２，５００点２，５００点２，５００点

【現行】 【改定後】＜緊急時の受入入院＞
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医療専門職との連携

等により在宅生活の

支援に必要な情報を

共有

医療機関・介護施設 居宅

退院・退所に向けた早期からの連携退院・退所に向けた早期からの連携退院・退所に向けた早期からの連携退院・退所に向けた早期からの連携

地域の介護サービス事業所に関する情報や
要介護認定の申請に必要な手続き等の情報
を共有
（退院の場合は、診療報酬の介護支援連携
指導料相当）

退院時に医療機関・施設の職員と疾病の
状態等ケアプラン原案の作成に資するよ
うな情報の収集を実施（退院の場合は診
療報酬の介護支援連携指導料相当）

診療報酬の退院時共同指導料２の注３の対象となるものを別途行う場合は、①と②のほか、これ
も合わせて３回まで算定可能

ケアプランへ反映
（円滑な在宅生活へ
の移行）

① ②

③

医師

看護師・社会

福祉士、薬剤

師・ＯＴ、Ｐ

Ｔ、ＳＴ等

施設職員

介護支援

専門員

入院 退院
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※退院時共同指導料２ 注３ （抄）

入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若

しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）又は居宅介護支援事業者

の介護支援専門員のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合加に所定点数に加算する。

退院・退所に係る情報共有のイメージ退院・退所に係る情報共有のイメージ退院・退所に係る情報共有のイメージ退院・退所に係る情報共有のイメージ



１．在宅サービスの充実と施設の重点化
中重度の要介護者が住み慣れた地域で

在宅生活を継続できるようなサービスの適
切な評価及び施設サービスの重点化。

２．自立支援型サービスの強化と重点化
介護予防・重度化予防の観点から、リハビ

リテーション、機能訓練など自立支援型
サービスの適切な評価及び重点化。

３．医療と介護の連携・機能分担
診療報酬との同時改定の機会に、医療と

介護の連携・機能分担を推進。

４．介護人材の確保とサービスの質の向上

平成２４年度介護報酬改定のポイントについて平成２４年度介護報酬改定のポイントについて平成２４年度介護報酬改定のポイントについて平成２４年度介護報酬改定のポイントについて

・日中・夜間を通じた定期巡回・随時対応サービスの創設（新サービス）
・複合型サービス（小規模多機能＋訪問看護）の創設（新サービス）
・緊急時の受入の評価（ショートステイ）
・認知症行動・心理症状への対応強化等（介護保険３施設）
・個室ユニット化の推進（特養、ショートステイ等）
・重度化への対応（特養、老健、グループホーム等） 等

・訪問介護と訪問リハとの連携の推進
・短時間型通所リハにおける個別リハの充実（通所リハ）
・在宅復帰支援機能の強化（老健）
・機能訓練の充実（デイサービス）
・生活機能向上に資するサービスの重点化（予防給付） 等

・入院・退院時の情報共有/連携強化（ケアマネジメント、訪問看護等）
・看取りの対応の強化（グループホーム等）
・肺炎等への対応の強化（老健）
・地域連携パスの評価（老健） 等

・介護職員処遇改善加算の創設
・人件費の地域差の適切な反映
・サービス提供責任者の質の向上 等
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制度改正に向けて



２．医療・介護等①２．医療・介護等①２．医療・介護等①２．医療・介護等①
（地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化）

○ 高齢化が一段と進む2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる
社会を実現する。

○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合にしっかり「治す医療」と、その人らしく
尊厳をもって生きられるよう「支える医療・介護」の双方を実現する。

（１）医療サービス提供体制の制度改革（１）医療サービス提供体制の制度改革（１）医療サービス提供体制の制度改革（１）医療サービス提供体制の制度改革

○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする
医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。

＜今後の見直しの方向性＞＜今後の見直しの方向性＞＜今後の見直しの方向性＞＜今後の見直しの方向性＞
ⅰ ⅰ ⅰ ⅰ 病院・病床機能の分化・強化病院・病床機能の分化・強化病院・病床機能の分化・強化病院・病床機能の分化・強化

・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分化・強化
を推進する。

・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を推進する。
ⅱ ⅱ ⅱ ⅱ 在宅医療の推進在宅医療の推進在宅医療の推進在宅医療の推進

・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成すべき目標、
医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。

ⅲ ⅲ ⅲ ⅲ 医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策

・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、医師のキャリア形成支援を通じた
医師確保の取組を推進する。

ⅳ ⅳ ⅳ ⅳ チーム医療の推進チーム医療の推進チーム医療の推進チーム医療の推進

・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行為を行う看護師の能力を
認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進する。

☆☆☆☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づくあるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づくあるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づくあるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づく
地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、
平成平成平成平成24 24 24 24 年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。

社会保障・税一体改革大綱（抄）
平成２４年２月１７日 閣議決定

第１部第１部第１部第１部 社会保障改革社会保障改革社会保障改革社会保障改革
第３章第３章第３章第３章 具体的改革内容（改革項目と工程）具体的改革内容（改革項目と工程）具体的改革内容（改革項目と工程）具体的改革内容（改革項目と工程）



医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

療養病床
（24万床）

一般病床
（109万床）

【【【【2012(H24)2012(H24)2012(H24)2012(H24)年年年年】】】】

介護療養病床

介護施設
（98万人分）

居住系サービス
（33万人分）

在宅サービス
（320万人分）

高度急性期

一般急性期

亜急性期等

長期療養

介護施設

居住系サービス

在宅サービス

【【【【2025(H37)2025(H37)2025(H37)2025(H37)年年年年】】】】
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【【【【取組の方向取組の方向取組の方向取組の方向性性性性】】】】
○○○○入院入院入院入院医療の機医療の機医療の機医療の機能能能能分化・分化・分化・分化・強強強強化と連携化と連携化と連携化と連携
・急性期への医療資源集中投入

・亜急性期、慢性期医療の機能強化 等

○地域包括ケア体制の○地域包括ケア体制の○地域包括ケア体制の○地域包括ケア体制の整備整備整備整備
・在宅医療の・在宅医療の・在宅医療の・在宅医療の充充充充実実実実
・看取りを含め在宅医療を担う診療所等
の機能強化
・訪問看護等の計画的整備 等

・在宅介護の・在宅介護の・在宅介護の・在宅介護の充充充充実実実実
・在宅・居住系サービスの強化・施設ユニット
化、マンパワー増強 等

【【【【患患患患者・者・者・者・利利利利用者の方用者の方用者の方用者の方々々々々】】】】
・・・・病気病気病気病気になっても、職になっても、職になっても、職になっても、職場場場場や地域や地域や地域や地域生生生生活へ活へ活へ活へ早期復帰早期復帰早期復帰早期復帰

・・・・ 医療や介護が必要になっても、住み医療や介護が必要になっても、住み医療や介護が必要になっても、住み医療や介護が必要になっても、住み慣慣慣慣れた地れた地れた地れた地
域での域での域での域での暮暮暮暮らしを継続らしを継続らしを継続らしを継続

医療・介護機能の再編（将来像）医療・介護機能の再編（将来像）医療・介護機能の再編（将来像）医療・介護機能の再編（将来像）

患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を

通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。

医療法等関連法を順次改正

２０１２年診療報酬・介護報酬の同時
改定を第一歩として実施

39



２２２２ 医療・介護サービスの提供体制改革医療・介護サービスの提供体制改革医療・介護サービスの提供体制改革医療・介護サービスの提供体制改革

（４）医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの（４）医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの（４）医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの（４）医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築構築構築構築

（略）

• なお、地域医療ビジョン同様に、地域の介護需要のピーク時を視野に入れながら2025（平成
37）年度までの中長期的な目標の設定を市町村に求める必要があるほか、計画策定のた

めに地域の特徴や課題が客観的に把握できるようにデータを整理していく仕組みを整える
必要がある。

• また、上記（１）で述べた都道府県が都道府県が都道府県が都道府県が策定する地域医療ビジョンや医療計画は、市町村が策策定する地域医療ビジョンや医療計画は、市町村が策策定する地域医療ビジョンや医療計画は、市町村が策策定する地域医療ビジョンや医療計画は、市町村が策

定する地域包括ケア定する地域包括ケア定する地域包括ケア定する地域包括ケア計画を計画を計画を計画を踏まえた内容にする踏まえた内容にする踏まえた内容にする踏まえた内容にするなど、医療提供体制の改革と介護サービス
の提供体制の改革が一体的・整合的に進むようにすべきである。

• いずれにせよ、地域包括ケアシステムの確立は医療・介護サービスの一体医療・介護サービスの一体医療・介護サービスの一体医療・介護サービスの一体改革改革改革改革によって実
現するという認識が基本となる。

• こうした観点に立てば、将来的には、介護介護介護介護保険事業計画と医療計画とが、市町村と都道府保険事業計画と医療計画とが、市町村と都道府保険事業計画と医療計画とが、市町村と都道府保険事業計画と医療計画とが、市町村と都道府

県が共同して策定する県が共同して策定する県が共同して策定する県が共同して策定する一体的な一体的な一体的な一体的な「地域医療・包括ケア計画」とも言い得るほどに連携の密度「地域医療・包括ケア計画」とも言い得るほどに連携の密度「地域医療・包括ケア計画」とも言い得るほどに連携の密度「地域医療・包括ケア計画」とも言い得るほどに連携の密度
を高めていくを高めていくを高めていくを高めていくべきでべきでべきでべきであるあるあるある。。。。

社会保障制度改⾰国⺠会議報告書（平成２５年８⽉６⽇）（抜粋）
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医療法の改正に関する意⾒（抜粋）
平成２５年１２⽉２７⽇

社会保障審議会医療部会

○ 医療機能の分化・連携の推進により、入院医療の強
化を図ると同時に退院後の生活を支える在宅医療、外
来医療及び介護サービスを充実させる必要があり、ま
た、地域包括ケアシステムの構築のためには、医療と介
護の連携をさらに推進し、医療・介護サービスの提供体
制を一体的に整備していく必要がある。

○ 在宅医療の提供体制は、在宅医療を受ける患者の
生活の場である日常生活圏域での整備が必要であるこ
とから、国、都道府県の支援のもと、市町村が主体と
なって地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会及び看護
協会等と協働して推進する必要がある。

①在宅医療の充実 ○ 地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅
医療の提供体制（在宅医療を担う病院、診療所、薬局
及び訪問看護事業所等）については、市町村の意向
を踏まえ、都道府県と市町村で協議を行い、都道府
県は、市町村間の調整及び分析を行った上で、適切
な圏域を設定し、医療計画の中に在宅医療の提供体
制の整備目標を定めることが必要である。

○ また、在宅医療の提供体制の充実のためには、
在宅医療に取り組む人材の確保及び育成を推進する
観点から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等に対し
ての在宅医療への参入の動機付けとなるような研修
や在宅医療に関わる医療従事者の資質向上のため
の研修等を実施する必要がある。また、副主治医の
確保など在宅医療に取り組む関係者の負担軽減の
取組や、後方病床の確保や救急医療との連携などの
バックアップ体制を構築することも重要である。都道
府県は、各関係団体や市町村等がこうした取組を実
施していくことができるよう支援する必要がある。

41



医療法の改正に関する意⾒（抜粋）
平成２５年１２⽉２７⽇

社会保障審議会医療部会

○ 平成23・24年度に実施した在宅医療連携拠点事業で

は、在宅医療の充実と在宅医療を含めた地域包括ケアシ
ステムの構築に寄与したなどの効果が得られている。さら
に、平成25年度から実施している在宅医療推進事業の成

果も踏まえ、医療に係る専門的な知識及び経験を活用し
た地域における在宅医療・介護の連携拠点としての機能
の構築といった医療と介護の連携の推進について、介護
保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、
市町村が主体となり、取り組むこととする方向で議論が進
められている。

○ 市町村が主体となった取組を進めるためには、国、都
道府県においては、これまで在宅医療の提供体制等への
関与が少なかった市町村への支援として、これまでの在
宅医療連携拠点事業で蓄積されたノウハウや地域の先

駆的事例を情報提供すること等が必要である。なお、都

道府県は広域的に対応する必要がある調整等について
保健所を通じて市町村の支援を行うことも重要である。

②医療と介護の連携の推進 また、市町村や地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会
及び看護協会等において、医療と介護の連携体制の構
築を進めるにあたり、各市町村で中心的役割を担うリー
ダーや医療と介護に精通した連携のコーディネーターと
なる人材育成等が必要であり、その支援を行っていくこ
とが求められる。

○ さらに、高齢者だけではなく、ＮＩＣＵ（新生児集中治
療室）で長期の療養を要した小児などについても、在宅
において必要な医療・福祉サービス等を受けることがで
き、地域で安心して療養できるよう、福祉や教育などと
も連携し、地域で在宅療養を支える体制を構築すること
が必要である。

○ 現在、モデル事業として小児等在宅医療連携拠点
事業を実施しているが、今後、できるだけ多くの地域で、
医療・福祉・教育が十分に連携できるような体制を構築
していくことが重要である。また、在宅医療については
多様なニーズがあることから、今後構築される在宅医
療・介護連携拠点の機能等を活用しつつ、多様なニー
ズに幅広く対応できるような方向性を目指すべきである。
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介護保険制度の⾒直しに関する意⾒（抜粋）
平成２５年１２⽉２０日

社会保障審議会介護保険部会

○ 75 歳以上高齢者は、慢性疾患による受療が多い、疾

病の罹患率が高い、複数の疾病にかかりやすい、要介
護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を
有しており、医療と介護の両方を必要としていることか
ら、医療と介護の更なる連携が必須である。また、地域
包括ケアシステムの要素の一つは医療であることから、
急性期医療からの早期かつ円滑な在宅への復帰を可
能とする体制整備や在宅サービスの充実、在宅等での
看取りの体制強化などが地域包括ケアシステムの構築
の推進のために重要であり、この点においても医療・介
護連携が必要である。

(1)在宅医療・介護連携の推進
○医療・介護連携については、従来から問われ続けて

きた重要課題の一つであるが、「医療」と「介護」につい
ては、それぞれの制度やこれらを担う専門職が異なり、
多職種間の相互理解や情報の共有ができていないこと
など、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題
があった。地域包括支援センターや、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、複合型サービスといった新サービ
スを導入したこれまでの制度改正も、医療・介護連携に

資するものと言える。

○在宅医療・介護連携は、退院支援、日常の療養支援、

急変時の対応、看取り等、様々な局面で求められる。医
師との連携に困難を感じる介護支援専門員が多い現状
にあるが、今後、在宅医療・介護連携を進めるためには、
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・リハビリテーション専
門職等の医療関係職種と介護支援専門員、介護関係
職種といった多職種の連携が重要となるため、地域包
括支援センターにおける医療面の対応強化への支援や、
医療に関する専門的な知見を有する在宅医療に関する
拠点機能の構築及びその拠点を中心とした連携の強化
が必要となる。
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介護保険制度の⾒直しに関する意⾒（抜粋）
平成２５年１２⽉２０日

社会保障審議会介護保険部会

○これまでの医療提供体制に関する行政は、都道府県

が入院に係る医療を提供する一体の医療圏としての二
次医療圏や、三次医療圏を対象として考えてきたが、在
宅医療・介護の連携については、介護に係る施策が市
町村主体であることやモデル事業で進めてきた在宅医
療連携拠点事業の取組を踏まえ、市町村が地域包括ケ
アシステムを構築する一つの手法として、国と都道府県
の支援の下、地域の医師会等と連携しつつ、取り組むこ
とが必要である。

○具体的には、地域支援事業の包括的支援事業に在

宅医療・介護連携の推進に係る事業を追加する。その
際には、現行制度では、包括的支援事業を委託する場
合は、事業の全てについて一括して委託することとされ
ているが、医療に係る専門的な知識及び経験が必要で
ある業務の趣旨にかんがみ、これらを適切に実施できる
事業体に、他の事業とは別に委託できる仕組みが必要
である。

○また、市町村が中心となって取組を進めるため、都

道府県と市町村の役割分担、関係者との連携や調整を
行う等の市町村の権限を明確にしていく必要がある。円
滑な事業の実施のために平成27 年度から施行し、市町
村の準備期間を考慮して順次実施することとし、平成30 

年度には全ての市町村で実施することとするほか、小
規模市町村では事業の共同実施を可能とすることが求
められる。

○さらに、在宅医療・介護連携の推進に係る事業につ

いては、医療計画との調和も図りながら、介護保険事業
（支援）計画に記載することが必要である。
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・各医療機関が、医療機能（高度急性期、急性期、
回復期、慢性期）を報告する仕組みを構築。

・都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能
の必要量等を含む地域の医療提供体制の将来
のあるべき姿である地域医療ビジョンを策定。

・医療機関による自主的な機能分化・連携を推進
するとともに、診療報酬と新たな財政支援の
仕組みによる支援。

・地域医療ビジョンは、医療機関の自主的な取組と
医療機関相互の協議により推進することを基本。
なお、医療機関相互の協議の合意に従わない医
療機関が現れた場合等には必要な対処措置を
講ずる。

・在宅医療の推進、介護との連携。

・有床診療所等の役割の位置づけ。

病床病床病床病床の機の機の機の機能能能能分化・連携分化・連携分化・連携分化・連携
在宅医療・介護の推進在宅医療・介護の推進在宅医療・介護の推進在宅医療・介護の推進

医療提供体制の改⾰

地域における医師、看護職地域における医師、看護職地域における医師、看護職地域における医師、看護職員員員員
等の等の等の等の確保確保確保確保、、、、勤務環境勤務環境勤務環境勤務環境のののの改善改善改善改善

・医師不足の医療機関の医師確保
支援を行う地域医療支援センター
の機能の位置づけ。

・看護職員の復職支援のため、
看護師免許保持者に対して、
都道府県ナースセンターへの
届出制度を創設。

・医療機関の勤務環境改善のため、
国で指針を策定し、都道府県ごと
にこうした取組を支援する仕組み
を構築。

その他

・看護師について、診療の補助のうち高
い専門知識と技能等が必要となる行為
（特定行為 ）を明確化し、医師又は
歯科医師の指示の下、プロトコール
（手順書）に基づき特定行為を行う
看護師に係る研修制度を創設。

・診療放射線技師が健康診断において
胸部エックス線検査をする際の業務実
施体制を見直すほか、業務範囲の見
直しを行う。

・臨床検査技師、歯科衛生士について
も、業務範囲又は業務実施体制の見
直しを行う。

チーム医療の推進チーム医療の推進チーム医療の推進チーム医療の推進

・国際水準の質の高い臨床研究を実施し、また他の医療機関の臨

床研究のサポートも行う「臨床研究中核病院（仮称）」の位置づけ。

・高度な医療技術を有する外国人医師が許可を受けて医業を行うことを認める

等の臨床修練制度の拡充

・歯科技工士国家試験の全国統一化

・医療事故に係る調査を行う第三者機関を設置する等、医療事故に係る調査の

仕組みの位置づけ。

・持分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等）。

・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。 45

【改正法案の主な内容】（検討中）



（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に

選択

医
療
機

関

（A病棟）
急性期機能

（C病棟）
慢性期機能

（B病棟）
回復期機能

医療機能の
現状と今後の
方向を報告都

道
府

県

病床機能報告制度と地域医療ビジョンの策定

○○○○ 病床機能報告制度（平成病床機能報告制度（平成病床機能報告制度（平成病床機能報告制度（平成26262626年度～）年度～）年度～）年度～）
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都

道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○○○○ 地域地域地域地域医療ビジョンの策定（平成医療ビジョンの策定（平成医療ビジョンの策定（平成医療ビジョンの策定（平成27272727年度～）年度～）年度～）年度～）
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機
能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する
ための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。
国は、都道府県における地域医療ビジョン策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度～）。

医療機能の報告等を活用し、地域医療ビジョン
を策定し、更なる機能分化を推進

（地域医療ビジョンの内容）

１．２０２５年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては市町村）
ごとの医療機能別の必要量

３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等

※ 併せて、地域医療ビジョンを実現するための措置（都道府県の役割
の強化等）について検討 46



◎ 各医療機関（有床診療所を含む。）は病棟単位で（※）、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府県に報告
する。
※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」とされている
（「一般病床の機能分化の推進についての整理」（平成24年６月急性期医療に関する作業グループ）。

◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。

（注） 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び提供する医療の具体的内容に関する項目を報告することとする。

◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか１つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院して
いることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を検討する。

◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すことは困難で
あるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択し、都道府県に報告

することとする。

医療機関が報告する医療機能医療機関が報告する医療機能医療機関が報告する医療機能医療機関が報告する医療機能

医療機医療機医療機医療機能能能能のののの名称名称名称名称 医療機医療機医療機医療機能能能能のののの内容内容内容内容

高度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅
復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能
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医療医療医療医療機能の分化・連携に係る取組みの流れについて機能の分化・連携に係る取組みの流れについて機能の分化・連携に係る取組みの流れについて機能の分化・連携に係る取組みの流れについて

【医療機関による自主的な機能分化・連携の推進】
・ 医療機能の現状と、地域ごとの将来の医療需要と各医療機能の必要

量が明らかになったことにより、将来の必要量の達成を目指して、医療機
関の自主的な取組みと医療機関相互の協議により機能分化・連携を推進

【病床機能報告制度の運用開始】（平成26年度～）

・医療機関が担っている医療機能を都道府県に報告（※）

【地域医療ビジョンの策定】（平成27年度～）

・都道府県において地域医療ビジョンの策定。

・地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度等により医療機関か
ら報告された情報等を活用し、二次医療圏等ごとに、各医療機能の
必要量（２０２５年時点）等を含む地域の医療提供体制の将来の目
指すべき姿を示す。

診療報酬と新たな財政支援の仕組み
による機能分化・連携の支援

【都道府県の役割の強化】
○ 医療機関や医療保険者等の関係者が参画し、

個々の医療機関の地域における機能分化・連携

について協議する「協議の場」の設置

○ 医療と介護の一体的推進のための医療計画の

役割強化（介護保険の計画との一体的な策定）

機能分化・連携を
実効的に推進

○ 病床機能報告制度の運用開始、地域医療ビジョンの策定及び都道府県の役割の強化等を含めた
医療機能分化・連携に係る取組みの流れを整理すると、以下のようになると考えられる。

※ 報告の基準は、当初は「定性的な基準」であるが、
報告内容を分析して、今後、「定量的な基準」を定める。

現行の医療法の規定により、案の作成時
に、診療又は調剤の学識経験者の団体の
意見を聴く。

現行の医療法の規定により、策定時に
医療審議会及び市町村の意見を聴く。

※意見聴取の対象に、医療保険者を追
加。
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた
め、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。

介護保険制度改革案について

②費用負担の公平化②費用負担の公平化②費用負担の公平化②費用負担の公平化①地域包括ケアシステムの構築①地域包括ケアシステムの構築①地域包括ケアシステムの構築①地域包括ケアシステムの構築

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実

* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期
巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進

* 介護職員の処遇改善は、２７年介護報酬改定で検討

サービスの充実サービスの充実サービスの充実サービスの充実

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大

低所得者の保険料軽減を低所得者の保険料軽減を低所得者の保険料軽減を低所得者の保険料軽減を拡充拡充拡充拡充

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化

重点化・重点化・重点化・重点化・効率化効率化効率化効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位20％と

した場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身280万円以

上、夫婦359万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対

象の全員の負担が2倍になるわけではない。

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加

・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外

・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外

・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収

入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・重点化・重点化・重点化・効率化効率化効率化効率化

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅
介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

* 段階的に移行（～２９年度）

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、
NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサー
ビスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者は除く）

* 要介護１・２でも一定の場合には入所可能
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* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）

【改正法案の主な内容】（検討中）

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進

③地域ケア会議の推進

④生活支援サービスの充実・強化



○ 医療・介護サービスについては、２０２５年（平成３７年）に向け、 高度高度高度高度急性期から在宅医療・介護までの一連急性期から在宅医療・介護までの一連急性期から在宅医療・介護までの一連急性期から在宅医療・介護までの一連
のサービス提供体制のサービス提供体制のサービス提供体制のサービス提供体制の一体的なの一体的なの一体的なの一体的な確保確保確保確保を行い、医療・介護の総合的な確保を図るため、以下の見直しを行う。

○ 平成２６年の通常国会に、医療法、介護医療法、介護医療法、介護医療法、介護保険法、上記保険法、上記保険法、上記保険法、上記内容を規定するため内容を規定するため内容を規定するため内容を規定するための法案の法案の法案の法案＊＊＊＊等を、等を、等を、等を、一括法一括法一括法一括法として提出として提出として提出として提出す
ることを検討。

＊地域介護・福祉空間整備交付金の根拠法である「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」

（「地域介護施設整備促進法」）を発展的に改組することを想定

① 都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画を、一体的一体的一体的一体的・・・・強強強強いいいい整合性整合性整合性整合性をををを持持持持ったったったった形形形形でででで策定策定策定策定

② 病床の機能分化・連携、医療従事者の確保・養成、在宅医療・介護の推進のため、消費税増収分消費税増収分消費税増収分消費税増収分をををを

活用活用活用活用したしたしたした新新新新たなたなたなたな財政支援制度財政支援制度財政支援制度財政支援制度（（（（各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県にににに基金基金基金基金をををを設置設置設置設置））））をををを法定化法定化法定化法定化する。【平成２６年度予算編成過程で調整中】

①－１ 医療計画と介護保険事業支援計画を包括する「基本指針」を策定

①－２ 医療計画の策定サイクル（現在５年）の見直し

→平成30年以降、介護と揃うよう６年に。在宅医療など介護と関係する部分等は、中間年（３年）で必要な

見直し。

①－３ 医療計画での在宅医療、介護との連携に関する記載の充実

→医療計画に在宅医療の目標等を記載。市町村の介護保険事業計画に記載された在宅医療・介護の

連携の推進に係る目標を達成できるよう、医療計画・地域医療ビジョンにおいても、在宅医療の必要量の

推計や、目標達成のための施策等の推進体制について記載。

地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革
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【改正法案の主な内容】（検討中）



○ 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の
確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進す
るための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した整備計画に基づき事業実施。

◇ この仕組みについては、平成26年通常国会へ提出予定の医療・介護の法改正の中で、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正

し、法律上の根拠を設けることを検討。

◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26年度は回復

期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療ビジョンの策定後に更なる拡充を検討。

都道府県

基金基金基金基金

事 業 者 等

市町村

交付

申請 交付

①①①①病床病床病床病床のののの機能分化機能分化機能分化機能分化・・・・連携連携連携連携

③③③③医療従事者等医療従事者等医療従事者等医療従事者等のののの確保確保確保確保・・・・養成養成養成養成

国

消費税財源活用

交付都道府県整備計画都道府県整備計画都道府県整備計画都道府県整備計画
提出

【新たな財政支援制度の仕組み（案）】

申請 交付

１ 病床の機能分化・連携のために必要な事業

（１）地域医療ビジョンの達成に向けた医療機関の施設・設備の

整備を推進するための事業 等

２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

（１）在宅医療を推進するための事業

（２）介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等

３ 医療従事者等の確保・養成のための事業

（１）医師確保のための事業

（２）看護職員等の確保のための事業

（３）介護従事者の確保のための事業

（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

②②②②在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療のののの推進推進推進推進・・・・介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実

交付

②②②②在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療のののの推進推進推進推進

・・・・介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実

市町村市町村市町村市町村
整備計画整備計画整備計画整備計画提出

申請

新たな財政支援制度の対象事業（案）新たな財政支援制度の対象事業（案）新たな財政支援制度の対象事業（案）新たな財政支援制度の対象事業（案）

①国は、法律に基づく基本方針を策定し、対象事業を明確化。

②都道府県は、整備計画を厚生労働省に提出。

③国・都道府県・市町村が基本方針・計画策定に当たって公平性、
透明性を確保するための協議の仕組みを設ける。
※国が策定する基本方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配分する
ことを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。

地域地域地域地域にとってにとってにとってにとって必要必要必要必要なななな事業事業事業事業にににに適切適切適切適切かつかつかつかつ公平公平公平公平にににに配分配分配分配分されるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みみみみ（案）（案）（案）（案）

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

平成26年度：公費で904億円
消費税増収活用分544億円
その他上乗せ措置360億円



新た新た新た新たな財政支援制度のな財政支援制度のな財政支援制度のな財政支援制度の創設創設創設創設

《５４４億円》※

○ 医療従事者の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分化・連携を図るため、関係法律の改正法案を
平成26年通常国会に提出し、社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれた新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設

置）を創設する。
なお、国が策定する基本方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配分することを求めるなどの対応を

行う予定。

※ 新たな財政支援制度（基金）については、上記に加え、公費３６０億円の上乗せ措置を別途実施。その結果、基金規模は、
公費で９０４億円（消費税増収活用分５４４億円、その他上乗せ措置３６０億円の合計額）。

〔対象事業（案）〕※関係法律の改正法案が成立した後、決定

① 医療従事者等の確保・養成

ｱ）医師確保対策として、都道府県における医師確保のための相談・支援機能（地域枠に係る修学資金の貸与事業

を含む）の強化や、地域医療に必要な人材の確保等の事業、産科等の不足している診療科の 医師確保事業、女

性医師の復職支援等への財政支援を行う。

ｲ）看護職員等確保対策として、新人看護職員等への研修や、看護師等の離職防止・定着促進等に係る事業、看護

師等養成所の運営等への財政支援を行う。

ｳ）医療従事者の勤務環境改善対策として、都道府県における医療従事者の勤務環境改善の支援体制の整備や、院内

保育所の運営等への財政支援を行う。

② 在宅医療（歯科を含む）の推進

在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する事業等

への財政支援を行う。

③ 医療提供体制の改革に向けた基盤整備

ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や、病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備、医療従

事者の確保に資する医療機関等の施設及び設備等の整備への財政支援を行う。

＊病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備については、平成26年度は回復期病床等への転換など現状で

も必要なもののみ対象とすることとし、平成27年度から都道府県において地域医療ビジョンが策定された後、さ

らなる拡充を検討する。

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度予算案予算案予算案予算案の概要の概要の概要の概要
（（（（厚生労厚生労厚生労厚生労働働働働省省省省）））） 抜粋抜粋抜粋抜粋



平成25年度予算事業



在宅高齢者への歯科保健医療対策の推進

＜在宅高齢者に対する歯科保健医療推進の必要性＞

☆89.489.489.489.4％％％％の者が「何らかの歯科治療または専門的な口腔ケアが必要」である一方、実際に歯科治療を受診した者は、

26.926.926.926.9％％％％※１

☆在宅歯科医療サービスを実施している歯科医療機関は少ない。（居宅：約約約約14141414％％％％、施設：約約約約13131313％％％％）※２

【【【【歯の歯の歯の歯の健康力健康力健康力健康力推進歯科医師等養成推進歯科医師等養成推進歯科医師等養成推進歯科医師等養成講習講習講習講習会会会会】】】】（H24年度：7地区7会場：受講者数804人）

在宅歯科医療、口腔ケア等を推進する歯科医師、歯科衛生士の養成養成養成養成講習講習講習講習会会会会

【【【【在宅歯科在宅歯科在宅歯科在宅歯科診診診診療療療療設備整備設備整備設備整備設備整備事業事業事業事業】】】】(H24年度：17都道府県：124施設）

上記講習会を修了した歯科医師で、歯科医療機関の開設者に対する在宅歯科医療機在宅歯科医療機在宅歯科医療機在宅歯科医療機器器器器のののの補助補助補助補助制度制度制度制度

【【【【在宅歯科医療連携在宅歯科医療連携在宅歯科医療連携在宅歯科医療連携室整備室整備室整備室整備事業事業事業事業】】】】（H24年度：29府県）

医科・介護等との連携医科・介護等との連携医科・介護等との連携医科・介護等との連携窓口窓口窓口窓口、在宅歯科医療希望者の、在宅歯科医療希望者の、在宅歯科医療希望者の、在宅歯科医療希望者の窓口窓口窓口窓口、在宅歯科医療に関する、在宅歯科医療に関する、在宅歯科医療に関する、在宅歯科医療に関する広広広広報、報、報、報、

在宅歯科医療機在宅歯科医療機在宅歯科医療機在宅歯科医療機器器器器のののの貸出貸出貸出貸出しなどしなどしなどしなどを行う在宅歯科医療連携室の整備事業

【【【【在宅介護者への歯科在宅介護者への歯科在宅介護者への歯科在宅介護者への歯科口腔保健口腔保健口腔保健口腔保健推進事業推進事業推進事業推進事業】(平成24年度：4府県：36施設)

在宅介護者へ歯科口腔保健の知識等の普及推進を図るため、

在宅歯科医療を実施する口腔保健センターや歯科診療所に口腔口腔口腔口腔ケアに必要な医療機ケアに必要な医療機ケアに必要な医療機ケアに必要な医療機器器器器等を等を等を等を整備整備整備整備する。

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度～～～～

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度～～～～

※1 平成14年度「情報ネットワークを活用した行政・歯科医療機関・病院等の連携による要介護者口腔保健医療ケアシステムの開発に関する研究」
※2 平成23年医療施設調査

平成平成平成平成24242424年度年度年度年度～～～～
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医科病院

在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養、、、、

要介護者要介護者要介護者要介護者・・・・家族家族家族家族

地域住民地域住民地域住民地域住民

広報活動広報活動広報活動広報活動

退院時カンファレンス退院時カンファレンス退院時カンファレンス退院時カンファレンス
等の事前調整等の事前調整等の事前調整等の事前調整

ケアプランケアプランケアプランケアプラン
策定等の事策定等の事策定等の事策定等の事
前調整前調整前調整前調整

支援要請支援要請支援要請支援要請

口腔ケア指導口腔ケア指導口腔ケア指導口腔ケア指導
訪問歯科診療訪問歯科診療訪問歯科診療訪問歯科診療

在宅歯科

医療連携室

在宅歯科医療連携室整備事業イメージ

介護サービス事業所等

国(厚生労働省)

都道府県 歯科口腔保健センターなど

派遣要請派遣要請派遣要請派遣要請
機器貸出機器貸出機器貸出機器貸出

在宅療養支援

歯科診療所等
希望患者情報及び在宅医療実施可能歯科
医師・歯科衛生士情報の共有、歯援診と
医科病院・介護施設との連携

在宅歯科ネットワーク
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【【【【事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景】】】】

○ 高齢者や障害者、寝たきり等、在宅で療養する方々（在宅療養者）の健康の保持・増進には、口から食物を食べ、栄養を

摂取すること、また、誤嚥性肺炎を予防することが肝心であるが、これを実行するためには、在宅療養者の口腔を清潔にし、

健康を保つことが必要。

○ 口腔の健康等を保つためには、日常生活での歯科疾患の予防に向けた取組等が大切であるが、在宅療養者にとっては、

自力でこれを実施することが困難な場合が多い。

○ このような在宅療養者には、切れ目なく歯科保健医療を提供することが重要。

在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業

【【【【事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要】】】】

訪問歯科診療を実施しながら口腔ケア等の歯科口腔保健を推進している歯科診療所や口腔保健センターに対して、在宅療養者の口腔

ケア、在宅療養者を介護する家族やヘルパー等（在宅介護者）に対する歯科口腔保健の知識等の指導を効率的に行うために必要な機器

を整備し、在宅療養者に対して切れ目なく歯科保健医療を提供する。

訪問歯科診療等を行う訪問歯科診療等を行う訪問歯科診療等を行う訪問歯科診療等を行う

歯科診療所や口腔保健センター歯科診療所や口腔保健センター歯科診療所や口腔保健センター歯科診療所や口腔保健センター

【【【【事業のイメージ事業のイメージ事業のイメージ事業のイメージ】】】】

○ 在宅療養者への口腔ケア

○ 在宅介護者に歯科口腔保健の知識、

口腔ケアの方法等を指導

歯科医療専門職
（歯科衛生士等）

《《《《効果効果効果効果》》》》

○ 高齢者等の在宅療養者の口腔の健康の保持に必要な体制の構築。
○ 在宅歯科医療の更なる推進。
○ 在宅介護者への歯科口腔保健に関する知識等の普及により、高齢者
等の口腔の健康の保持が可能。

【【【【 所要額所要額所要額所要額：補助金メニュー：補助金メニュー：補助金メニュー：補助金メニュー （（（（補助先：都道府県（間接補助先：歯科医療機関）、補助先：都道府県（間接補助先：歯科医療機関）、補助先：都道府県（間接補助先：歯科医療機関）、補助先：都道府県（間接補助先：歯科医療機関）、 補助率：国補助率：国補助率：国補助率：国 1/21/21/21/2 都道府県都道府県都道府県都道府県 1/21/21/21/2以内）以内）以内）以内） 】】】】

口腔ケアの推進に必要な口腔ケアの推進に必要な口腔ケアの推進に必要な口腔ケアの推進に必要な
機器等の整備機器等の整備機器等の整備機器等の整備
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8.6%

7.9%

9.3%

56.3%

51.3%

61.3%

25.8%

27.6%

24.0%

2.0%

2.6%

1.3%

2.0%

2.6%

1.3% 1.3%

1.3%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

2.6%

3.9%

1.3%

2.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=151）

男性（n=76）

女性（n=75）

毎日 1週間に2､3度 1週間に1度 1か月に2､3度 1か月に1度

決まっていない わからない その他 無回答

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
在宅医療の実施状況と医療と介護の連携状況 結果概要（速報）

16.3%

15.2%

17.4%

7.9%

9.3%

6.7%

26.5%

28.1%

25.1%

33.9%

33.3%

34.4%

9.1%

8.5%

9.7%

3.7%

2.2%

3.0%

3.2%

3.3%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=569）

男性（n=270）

女性（n=299）

医師が訪問してくれる時にもってきてもらう 看護師が訪問してくれる時にもってきてもらう

薬局の薬剤師がとどけてくれる ヘルパーにお願いしている

家族が薬局にとりにいっている その他

無回答

在宅医療における薬剤師

「チーム医療の推進に関する検討会 報告書」（平成２２年３月１９日厚生労働省）（抜粋）

３．看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大
（１）薬剤師
○ 医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しており、チーム医療において、薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物
療法に参加することが、医療安全の確保の観点から非常に有益である。
○○○○ さらに、在宅医療をさらに、在宅医療をさらに、在宅医療をさらに、在宅医療を始始始始めとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておらめとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておらめとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておらめとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておらずずずず、看護師等が、看護師等が、看護師等が、看護師等が居居居居宅宅宅宅患患患患者の薬剤者の薬剤者の薬剤者の薬剤管管管管
理理理理をををを担担担担っているっているっているっている場面場面場面場面もももも少少少少ななななくくくくない。ない。ない。ない。
○ こうした状況を踏まえ、現行制度の下、薬剤師が実施できるにもかかわらず、薬剤師が十分に活用されていない業務を改
めて明確化し、薬剤師の活用を促すべきである。

現在の状況（参考）現在の状況（参考）現在の状況（参考）現在の状況（参考）

＜在宅患者が普段服薬している薬の受け取り方法＞ ＜薬局の薬剤師が医薬品を患家へ届ける頻度＞
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「在宅医療連携拠点事業」

訪問看護
ステーション

病院

診療所

介護サービス
事業所薬物療法

薬局抗がん剤・

麻薬供給

具体的な課題 「薬物療法提供体制強化事業」のメニュー

そ
こ
で

・在宅における医薬品の飲み残し

・患者の服薬状況等にきめ細かく対応できていない

・衛生材料、介護機器等の提供に関し、地域に密着した薬局の

活用が進んでいない

一般用医薬品を含めた医薬品等使用に関する消費者理解が
乏しく、医薬品の適正使用の推進が不十分

在宅で使用される抗がん剤、無菌製剤等使用方法の難しい医
薬品、医療機器等が在宅医療に急速に普及

◎関係職種が一体となった効率的な薬物療法の提供
→薬物療法に関する医療職種間の事前取決めに基づく薬剤師による投与量調整等を実施する
ための体制整備
→薬剤師が訪問看護師や介護福祉士に同行し薬物療法に関する必要な情報を提供
→相談窓口としての薬局機能を活用した医療機器、衛生材料、介護機器等に関する情報提供

○地域に応じた在宅薬局体制確保
→在宅医療対応可能な薬剤師による夜間休日の輪番制、薬局間の連携・協力による在宅医療の
提供

○抗がん剤等在宅提供支援
→看護師、介護福祉士等に対する抗がん剤・麻薬の安全使用研修、地域内の薬局間の抗がん
剤、麻薬等の在庫融通、退院時の服薬指導に関する医療機関と薬局との連携

○医薬品の適正使用の推進
→医薬品の正しい理解の促進・普及、お薬手帳活用等による医薬品適正使用推進

■■■■ 薬物療法提供体制強化事業薬物療法提供体制強化事業薬物療法提供体制強化事業薬物療法提供体制強化事業 40,000千円（千円（千円（千円（ 0千円）千円）千円）千円）

○ 抗がん剤など使い方が難しい薬を用いた治療や適切な服薬指導などについて、誰もが安心して在宅で受けられるよう、薬の専門家である薬剤師が
チーム医療の一員として、訪問や相談、情報提供をスムーズに行うための体制を整備しつつ、薬に関する正しい理解を促進・普及し適正使用を図る
など、地域での適切な薬物療法を推進する。

○ 具体的には、実施主体である都道府県が中心となって地域の実情に応じて選択できるような形で複数メニューを国が提供し、モデル的な事業実施を

通じて、地域住民に対する適切な薬物療法の推進・普及を図る。【委託先：都道府県（再委託可）】

事業概要

・特定の薬局で地域全体への在宅医療提供には限界
・緊急処方への対応が不十分

経費の性質：委託費

委託先：都道府県（再委託可）

箇所数：８箇所

使 途：謝金、旅費、消耗品費、

印刷製本費等
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在宅医療関係施策資料について

■在宅医療の推進について（厚生労働省HP）

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/index.html

○在宅医療・介護の推進について

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/zaitakuiryou_all.pdf

○小児等在宅医療連携拠点事業

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/renkeikyotenjigyou_01.pdf

■多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業（国立長寿医療研究センターHP）

http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/index.html

○平成24年度都道府県リーダー研修（10月13日、14日開催）資料

http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/2012/leader01_doc.html

○平成25年度在宅医療・介護連携推進事業研修会（10月22日開催）資料
http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/2013/leader01_doc1022.html

■在宅医療・介護の連携における情報通信技術（ICT）活用に関する研究班報告書抜粋（厚生労働省HP）

（平成24年度厚生労働科学特別研究事業）

地域における在宅医療・介護連携を進めるために

～市町村主体で医師会と連携して在宅医療介護連携ICTシステムを整備するための考え方と進め方～

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h25_0509-01.pdf

■在宅拠点の質の向上のための介入に資する活動性の客観的評価に関する研究（国立長寿医療研究センターHP）

（平成25年度厚生労働科学研究事業）

在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック
http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/handbook/index.html

■在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会研修運営ガイド（東京大学高齢社会総合研究機構HP）
http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/kensyu/files/outline/uneiguide_all.pdf

59


